
　令和５年４月２６日、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（通称「クリーンウッド法」）の一部
を改正する法律」が成立しました。今回の改正では、違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通を抑制するため、
川上・水際の木材関連事業者に対し、譲受け等をする木材等について、合法性の確認等を義務付ける等の措置を
創設しました。本稿では、クリーンウッド法のこれまでの経緯を振り返りつつ、改正内容を紹介します。

合法伐採木材等の流通
及び 利用の促進に関する法律
を改正しました
～違法伐採対策の取組を更に強化します～

特集
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現
行
ク
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
法
の
概
要

　

違
法
伐
採
及
び
違
法
伐
採
木
材
の
流
通

は
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
等
森
林
の
有
す
る

多
面
的
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

る
ほ
か
、
木
材
市
場
に
お
け
る
公
正
な
取
引

を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
17
年
の
グ
レ
ン
イ
ー
グ
ル
ス
サ
ミ
ッ

ト
等
に
お
い
て
違
法
伐
採
問
題
へ
の
対
応
の

機
運
が
高
ま
り
、
各
国
で
関
連
法
の
制
定
が

進
め
ら
れ
ま
し
た
。
我
が
国
に
お
い
て
も
、

平
成
18
年
か
ら
、
政
府
調
達
に
お
い
て
合
法

性
が
確
認
さ
れ
た
木
材
の
調
達
が
行
わ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
平
成
28
年

の
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
に
向
け
て
更
な
る
対

応
を
発
信
す
べ
く
、
政
府
調
達
に
限
ら
ず
合

法
性
が
確
認
さ
れ
た
木
材
の
利
用
を
促
進
す

る
た
め
の
議
論
が
活
発
に
行
わ
れ
、
合
法
伐

採
木
材
等
の
流
通
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
通
称
「
ク
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
法
」）

が
平
成
28
年
に
議
員
立
法
と
し
て
成
立
し
、

翌
29
年
５
月
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

は
じ
め
に

　

ク
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
法
の
附
則
に
お
い
て

「
政
府
は
、
施
行
後
５
年
を
目
途
と
し
て
、

施
行
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
共
管
省
庁
で
あ
る
農
林
水
産
省
・
経

済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
は
、
施
行
状
況
の

把
握
・
分
析
を
行
う
と
と
も
に
、
後
述
の
学

　

現
行
の
ク
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
法
は
、
事
業
者

に
対
し
、
木
材
等
を
利
用
す
る
に
当
た
っ
て

は
、「
合
法
伐
採
木
材
等
」
を
利
用
す
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
努
力
義
務

を
課
し
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
木
材
関
連
事
業
者
の
「
取

り
組
む
べ
き
措
置
」
と
し
て
、

❶　

取
り
扱
う
木
材
等
に
対
し
、
合
法
性
の

　

確
認
（
デ
ュ
ー
・
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
、Ｄ
Ｄ
）

　

等
を
行
う
こ
と
（
具
体
的
に
は
、
木
材
等

　

の
譲
受
け
先
か
ら
伐
採
届
等
を
入
手
し
、

　

必
要
に
応
じ
て
そ
れ
以
外
の
合
法
性
に
関

　

す
る
情
報
等
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
取
り
扱

　

う
木
材
等
が
我
が
国
又
は
原
産
国
の
法
令

　

に
適
合
し
て
伐
採
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
確

　

認
を
す
る
。）

❷　

当
該
木
材
等
を
譲
り
渡
す
と
き
に
は
合

　

法
性
の
確
認
の
結
果
（
合
法
性
が
確
認
で

　

き
た
か
否
か
の
別
）
を
譲
渡
し
先
に
伝
達

　

す
る
こ
と

等
を
求
め
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
「
取
り
組
む
べ
き
措
置
」
を
適

切
か
つ
確
実
に
講
ず
る
木
材
関
連
事
業
者

は
、
第
三
者
機
関
で
あ
る
登
録
実
施
機
関
の

登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、「
登
録
木
材

関
連
事
業
者
」
の
名
称
を
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、「
木
材
関
連
事
業
者
」
と
は
、
木

材
等
の
製
造
、
加
工
、
輸
入
、
販
売
を
す
る

術
経
験
者
や
業
界
関
係
者

を
委
員
と
す
る
検
討
会
な

ど
を
通
じ
て
関
係
者
と
の

議
論
・
調
整
等
を
重
ね
、

令
和
４
年
12
月
に
見
直
し

の
方
向
を
と
り
ま
と
め
ま

し
た
。

　

こ
の
見
直
し
の
方
向
を

踏
ま
え
、
合
法
伐
採
木
材

等
の
流
通
及
び
利
用
の
促

進
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
が
、
４
月

26
日
に
成
立
し
、
５
月
８
日

に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。な
お
、

施
行
期
日
に
つ
い
て
は
、
公

布
の
日
か
ら
起
算
し
て
２
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
政
令
で
定
め
る
日
と

規
定
さ
れ
て
お
り
、
今
後

定
め
る
予
定
で
す
。
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を
開
設
し
、
ク
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
法
の
概
要
や

主
要
な
木
材
輸
出
国
等
の
木
材
の
伐
採
に
関

す
る
法
令
情
報
等
を
提
供
し
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
関
係
団
体
の
協
力
を
得
て
、
木
材

関
連
事
業
者
を
対
象
と
し
た
登
録
促
進
セ
ミ

ナ
ー
等
の
開
催
に
加
え
、
消
費
者
を
含
め
た
普

及
啓
発
の
取
組
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
甲
斐
も
あ
り
、
令
和
３
年
に
実

施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と
、
木
材

関
連
事
業
者
の
約
９
割
が
ク
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド

法
を
認
知
し
て
お
り
、
約
７
割
が
「
木
材
等

を
販
売
す
る
際
に
合
法
性
を
担
保
す
る
こ
と

が
重
要
」
と
回
答
し
て
い
ま
す
。

ク
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
法
の
施
行
状
況

事
業
者
（
た
だ
し
、
小
売
事
業
者
は
除
く
。）

及
び
建
築
等
木
材
を
利
用
す
る
事
業
者
を
い

い
、
国
内
市
場
に
お
け
る
流
通
の
最
も
川
上
・

水
際
に
い
る
者
を
「
第
一
種
木
材
関
連
事
業

者
」、
そ
れ
以
外
を
「
第
二
種
木
材
関
連
事

業
者
」
と
分
類
し
て
い
ま
す
（
参
考
１
）。

　

ま
た
、「
木
材
等
」
は
、
木
材
だ
け
で
は

　

一
方
、
第
一
種
木
材
関
連
事
業
者
に
対
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と
、
取
り
扱
う

木
材
の
全
量
に
つ
い
て
合
法
性
を
確
認
で
き

た
と
す
る
者
が
約
６
割
に
と
ど
ま
る
と
と
も

に
、
そ
の
確
認
方
法
に
つ
い
て
は
伐
採
届
等

の
行
政
書
類
を
用
い
る
も
の
か
ら
独
自
の
方

法
ま
で
多
様
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
登
録
木
材
関
連
事
業
者
（
第
一
種
）

に
よ
り
合
法
性
が
確
認
さ
れ
た
木
材
の
量
の

木
材
総
需
要
量
に
対
す
る
割
合
は
27
％
（
平

成
30
年
度
）
か
ら
44
％
（
令
和
３
年
度
）
に

上
昇
し
て
お
り
、
登
録
木
材
関
連
事
業
者
の

取
り
扱
う
木
材
の
う
ち
合
法
性
が
確
認
さ
れ

た
木
材
の
割
合
は
、
第
一
種
で
96
％
、
第
二

種
で
92
％
（
令
和
３
年
度
）
と
、
積
極
的
に

合
法
伐
採
木
材
を
取
り
扱
う
傾
向
が
み
ら
れ

ま
す
。
一
方
、
登
録
木
材
関
連
事
業
者
の
登

録
件
数
は
、
補
助
事
業
に
お
け
る
加
点
等
の

優
遇
措
置
を
講
じ
た
こ
と
も
あ
り
、
増
加
傾

向
に
あ
り
ま
す
が
、
令
和
５
年
３
月
末
現
在

で
未
だ
６
０
９
件
と
一
部
の
事
業
者
に
と
ど

ま
っ
て
お
り
、
近
年
そ
の
伸
び
は
鈍
化
し
て

い
ま
す
。

な
く
家
具
・
紙
等
の
木
材
製
品
を
含
み
ま
す
。

　

林
野
庁
に
お
い
て
は
、
木
材
関
連
事
業
者

に
よ
る
合
法
性
の
確
認
を
促
進
す
る
た
め
、

情
報
提
供
サ
イ
ト「
ク
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
・
ナ
ビ
」

（参考１）現行法のクリーンウッド法対象事業者

･･･ 第一種木材関連事業者

･･･ 第二種木材関連事業者

･･･ 登録事業者

･･･ 合法性確認等の対象外

･･･ 合法性確認情報あり

･･･ 合法性関連情報必ずしもなし

事業者

木材関連事業者

森
林
所
有
者

海
外
事
業
者

素
材
生
産
事
業
者

輸
入
事
業
者

木
材
市
場

小　

売　

事　

業　

者

消　
　

費　
　

者

木
材
加
工
事
業
者
（
製
材
・  

合
板
工
場
等
）

その他の
木材関連事業者

登録
事業者

登録
事業者

登録
事業者

登録
事業者

登録
事業者

登録
事業者

（　　　　　　）
集成材工場
プレカット工場
家具工場
製紙工場
建築業者　　　
等

ク
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
・
ナ
ビ

https://w
w
w
.rinya.m

aff.go
.jp/j/riyou/goho/
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国
際
的
な
状
況
を
み
る
と
、
深
刻
化
す
る

地
球
規
模
の
環
境
問
題
へ
の
注
目
が
高
ま
る

中
、
近
年
の
Ｇ
７
関
連
会
合
や
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
林

業
担
当
大
臣
会
合
等
に
お
い
て
、
違
法
伐
採

も
話
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

各
国
に
お
い
て
も
、
違
法
伐
採
対
策
に
関

す
る
法
令
を
制
定
又
は
改
正
す
る
動
き
が
見

ら
れ
、
我
が
国
と
し
て
も
よ
り
積
極
的
に
違

違
法
伐
採
対
策
に
関
す
る
各
国

の
動
向

「
ク
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
法
の
５
年

後
見
直
し
の
方
向
」
の
と
り
ま

と
め

法
伐
採
対
策
を
講
ず
る
必
要
性
が
高
ま
っ
て

い
ま
す
（
参
考
２
）。

　

本
年
４
月
の
Ｇ
７
気
候
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
環

境
大
臣
会
合
で
も
、
そ
の
成
果
文
書
に
お
い

て
、
違
法
伐
採
対
策
を
含
む
持
続
可
能
な

森
林
経
営
と
木
材
利
用
を
促
進
す
る
こ
と
に

コ
ミ
ッ
ト
す
る
旨
、
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
Ｇ
７
サ
ミ
ッ
ト
の
成
果
文
書

で
も
持
続
可
能
な
木
材
利
用
の
重
要
性
が
共

有
さ
れ
ま
し
た
。

　

林
野
庁
で
は
、
学
識
経
験
者
や
業
界
の
関

係
者
に
委
員
と
し
て
参
加
い
た
だ
い
た
検
討

会
が
令
和
４
年
４
月
に
整
理
し
た
「
中
間
と

り
ま
と
め
」（
詳
細
は
本
誌
令
和
４
年
４
月

号
特
集
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）
を
基
に
、
制

度
の
共
管
省
庁
で
あ
る
経
済
産
業
省
及
び

国
土
交
通
省
と
連
携
し
、
関
係
者
の
意
見
等

も
聴
き
つ
つ
、
検
討
・
調
整
を
進
め
、
同
年

12
月
に
、「
ク
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
法
の
５
年
後
見

直
し
の
方
向
」
を
と
り
ま
と
め
、
公
表
し
ま

し
た
。
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

  

・

違
法
伐
採
の
根
絶
は
世
界
の
潮
流
で
あ

　

り
、
令
和
５
年
の
Ｇ
７
サ
ミ
ッ
ト
に
向
け
、

　

違
法
伐
採
問
題
に
厳
正
に
対
処
し
、
合
法

　

伐
採
木
材
等
の
み
が
流
通
す
る
世
界
に
し

　

て
い
く
。

  

・

一
方
、
我
が
国
の
木
材
自
給
率
が
 50
％

　

に
満
た
ず
、
ま
た
、
登
録
木
材
関
連
事
業

者
に
よ
り
合
法
性
が
確
認
さ
れ
た
木
材

　

等
が
全
体
の
40
％
と
い
っ
た
状
況
を
踏
ま

　

え
、
木
材
等
の
安
定
供
給
に
支
障
を
き
た

　

す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る

　

た
め
、
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
策
定
し
、
国
産

　

材
の
供
給
拡
大
等
の
取
組
を
進
め
つ
つ
、

　

違
法
伐
採
対
策
の
強
化
に
取
り
組
む
。

  

・

こ
の
た
め
、
川
上
・
水
際
の
木
材
関
連

　

事
業
者
が
合
法
性
確
認
等
（
デ
ュ
ー
・
デ

　

リ
ジ
ェ
ン
ス
）
に
確
実
に
取
り
組
む
よ
う

　

義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
違
法
伐
採
木
材

　

は
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ

　

と
等
と
し
、
必
要
な
法
律
改
正
案
を
令
和

　

５
年
の
通
常
国
会
に
提
出
す
る
。

  

・

改
正
法
は
一
定
の
周
知
期
間
を
設
け
た

　

上
で
施
行
し
、
施
行
後
３
年
を
目
途
に
、

　

木
材
関
連
事
業
者
に
よ
る
合
法
性
確
認
等

　

の
実
施
状
況
及
び
合
法
伐
採
木
材
等
の
流

　

通
等
の
状
況
を
踏
ま
え
、
検
証
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
ほ
か
、
見
直
し
の
方
向
で
は
、

木
材
関
連
事
業
者
の
合
法
性
確
認
、
合
法
伐

採
木
材
の
安
定
供
給
、
事
業
者
の
負
担
軽
減
、

消
費
者
等
の
理
解
の
醸
成
及
び
事
業
者
の
メ

リ
ッ
ト
、
政
府
に
よ
る
実
施
状
況
の
把
握
と

い
っ
た
観
点
を
含
め
と
り
ま
と
め
を
行
っ
て

い
ま
す
。

・　ＥＵ市場における最初の木材の取扱者を対象

・　違法伐採のリスクの確認義務を課す（デュー・デリジェンス）

・　デュー・デリジェンスの不履行の場合、違法伐採木材を取引

　した場合に罰則あり

・　木材輸入業者、国産丸太加工業者を対象

・　違法伐採のリスクの確認義務を課す（デュー・デリジェンス）

・　デュー・デリジェンスの不履行の場合、違法伐採木材を輸入

　又は加工した場合に罰則あり

・　木材の輸出入、売買を行う全ての者を対象

・　違法伐採木材を取り扱わないよう十分な注意義務を課す

・　違法伐採木材を取引した場合に罰則あり

・　木材輸入業者を対象

・　木材の合法性証明書類を提出しなければ輸入を禁止

・　２０２０年の森林法改正により違法伐採木材の購入、加工、輸入

　に対する規制を措置し、その詳細である施行規則を検討中

・　これまで法制度はなかったが、新たに合法性を担保する制度

　の導入を検討中

（参考２）主要国の違法伐採対策

ＥＵ

豪州

米国

韓国

中国

ＮＺ
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ク
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
法
改
正
の
概
要

お
わ
り
に

❶　

国
内
市
場
に
お
け
る
木
材
流
通
の
最
初

　

の
段
階
で
の
対
応
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か

　

ら
、
川
上
・
水
際
の
木
材
関
連
事
業
者
に

　

対
し
、
素
材
生
産
販
売
事
業
者
又
は
外
国

　

の
木
材
輸
出
事
業
者
か
ら
木
材
等
の
譲
受

　

け
等
を
す
る
場
合
に
、
合
法
性
の
確
認
等
、

　

記
録
の
作
成
・
保
存
及
び
情
報
の
伝
達
を

　

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

❷

木
材
関
連
事
業
者
に
よ
る
合
法
性
の

　

確
認
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
素
材

　

生
産
販
売
事
業
者
に
対
し
、
当
該
木
材
関

　

連
事
業
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
原
材
料

情
報
等
の
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

　

な
い
。

❸　

合
法
性
の
確
認
等
の
情
報
が
消
費
者
ま

　

で
伝
わ
る
よ
う
、
小
売
事
業
者
を
木
材
関

　

連
事
業
者
に
追
加
す
る
。

❹　

①
及
び
②
に
関
し
、
主
務
大
臣
に
よ
る

　

指
導
・
助
言
、
勧
告
、
公
表
、
命
令
、
命

　

令
違
反
の
場
合
の
罰
則
等
を
措
置
す
る
。

❺　

木
材
関
連
事
業
者
が
①
の
ほ
か
、
合
法

　

伐
採
木
材
等
の
利
用
を
確
保
す
る
た
め
に

　

取
り
組
む
べ
き
措
置
と
し
て
、
違
法
伐
採

　

に
係
る
木
材
等
を
利
用
し
な
い
よ
う
に
す

　

る
た
め
の
措
置
等
を
明
確
化
す
る
。

❻　

一
定
規
模
以
上
の
川
上
・
水
際
の
木
材

　

関
連
事
業
者
に
対
す
る
定
期
報
告
の
義
務

　

付
け
及
び
関
係
行
政
機
関
の
長
等
に
対
す

　

る
協
力
要
請
を
措
置
す
る
。

　

今
回
の
ク
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
法
改
正
は
、
川

上
・
水
際
の
木
材
関
連
事
業
者
に
合
法
性
の

確
認
等
の
義
務
付
け
を
行
い
、
違
法
伐
採
対

策
の
取
組
を
強
化
す
る
も
の
で
す
が
、
国
内

の
木
材
需
要
に
対
す
る
木
材
の
安
定
供
給

や
、
木
材
流
通
に
関
わ
る
事
業
者
負
担
へ
の

配
慮
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
林
野
庁

で
は
、
関
係
者
の
皆
様
と
連
携
し
な
が
ら
、

❶　

合
法
性
の
確
認
の
具
体
的
な
手
続
や
方

法
を
ま
と
め
た
分
か
り
や
す
い
フ
ロ
ー

　

チ
ャ
ー
ト
や
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
作
成

❷　

事
業
者
向
け
の
説
明
会
や
研
修
会
の
開

　

催
、
相
談
受
付
体
制
の
強
化

❸　

合
法
性
の
確
認
等
に
係
る
情
報
の
受
け

　

渡
し
や
記
録
の
保
存
等
を
電
子
的
に
行
え

　

る
使
い
や
す
い
シ
ス
テ
ム
構
築

と
い
っ
た
取
組
を
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ク
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
法
は
木
材
を
扱

う
事
業
者
の
取
組
だ
け
で
な
く
、
消
費
者
を

含
め
た
木
材
流
通
に
関
わ
る
す
べ
て
の
関
係

者
が
木
材
の
合
法
性
に
関
心
を
持
つ
こ
と
で

実
効
性
が
高
ま
る
た
め
、
よ
り
一
層
普
及
啓

発
に
も
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

今
回
の
見
直
し
に
よ
り
、
合
法
性
が
確
認

さ
れ
た
木
材
が
広
く
一
般
に
流
通
し
、
木
材

を
安
心
し
て
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と

で
、
需
要
が
更
に
拡
大
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
ま
す
。
木
材
関
連
事
業
者
の
皆
様
は
も
と

よ
り
、
森
林
・
林
業
関
係
者
、
流
通
関
係
者
、

消
費
者
等
広
く
国
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
「
ク
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
法
の
５
年
後
見

直
し
の
方
向
」
も
踏
ま
え
、
ク
リ
ー
ン
ウ
ッ

ド
法
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。
改
正
の
主
な

内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
す
（
参
考
３
）。

合法伐採木材等の利用に努める義務

川上の木材関連事業者
（原木市場、製材向上等） 他の木材関連事業者

水際の木材関連事業者
（輸入事業者）

木材輸出事業者

素材生産販売者
（立木の伐採、販売等）

小売事業者

消費者

合法性の確認等を
確実に行う者を登録

合法性の確認等を
確実に行う者を登録

合法性の確認
等を義務化 が改正部分

事業者

小売事業者を木材
関連事業者に追加

木材関連事業者の
求めに応じ、情報
提供を義務化

（　　　　　　　）家具工場、製紙工場、
建設事業　等

展示会でクリーンウッドをＰＲ

（参考３）法改正の主な内容
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